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自動体外式除細動器（AED）設置登録情報の有効活用等について 
 
自動体外式除細動器（以下「AED」という。）については、「非医療従事者に

よる自動体外式除細動器（AED）の使用について」（平成１６年７月１日付医政

発第０７０１００１号厚生労働省医政局長通知）により非医療従事者である一

般市民にも使用が認められて以降、学校、駅、公共施設、商業施設等を中心に

急速に普及してきた。 
こうした中、AED の設置場所に関する情報等、一般財団法人日本救急医療財

団（以下「財団」という。）が把握した情報については、地方公共団体が情報提

供を希望した場合、AED 設置者の連絡先等ホームページで公開されていない情

報を含めて提供することを当省から財団に対して検討するようお願いしていた

ところであるが、今般、財団に設置された「AED 設置登録情報等に関する小委

員会」において、別添のとおり「AED 設置登録情報の有効活用について（AED
設置登録情報等に関する小委員会報告書）」（以下「報告書」という。）が取りま

とめられた。 
貴職におかれては、この報告書の趣旨を踏まえ、AED が必要な場合に有効に

使用され、地域の救命率が向上するような医療提供体制を整えていただくため

に、AED 設置登録情報の有効活用について、下記の対応をしていただくととも

に、管内の市町村（特別区を含む。）、関係機関、関係団体に周知していただく

ようお願いする。 
 

記 
 
１ 財団への AED 設置登録情報の提供の申請等について 

財団に登録されている AED 設置登録情報のうち、すでに地方公共団体



への情報提供の承諾を AED 設置者から得ているものについては、今般、

財団から地方公共団体に情報提供を行うこととなったので、必要に応じ

て財団に申請し、財団から提供を受けた AED 設置登録情報を用いて、独

自に取り組まれているＡＥＤマップ等をさらに充実させ、地域の救命率

が向上するような体制を整えていただきたいこと。 
なお、具体的な申請方法については、別途「日本救急医療財団に登録

されている自動体外式除細動器（AED）設置登録情報を地方自治体が活

用するための手順書等について」（平成２７年８月２５日付医政地発第

０８２５第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）で衛生主管部

局長宛に情報提供するので、当該手順書によること。 
また、AED 設置登録情報を利用する際には、ログイン名、パスワード

の交付を受けることが必要となるところ、貴管下の市区町村等が AED 設

置登録情報を利用する際には、必要となるログイン名、パスワードにつ

いては、貴都道府県において当該市区町村等に対し交付および管理をし

ていただきたいこと。 
 

２ 日本救急医療財団全国 AED マップを用いた住民への情報提供について 
今般、財団において、これまで登録されている情報をもとに日本救急

医療財団全国 AED マップを作成したので、現時点で AED マップを作成

していない地方公共団体については、当該マップを地方公共団体のホー

ムページにリンクをさせることなどにより、住民への情報提供に活用す

ること。（リンク作成の必要な手順は前項の手順書等に記載されているこ

と。） 
（参考）「日本救急医療財団全国 AED マップ」  
  URL：  https://www.qqzaidanmap.jp/ 
 

３ 財団に既に登録されている AED 設置登録情報の更新の推進について 
AED 設置登録情報については、AED の具体的な設置場所、使用の可

否に係る情報が重要であるため、財団においては設置者が登録するべき

事項を増やすとともに、適時適切に情報更新が行われるよう従来の登録

方式に代え AED 設置者が直接、財団に登録または更新をするよう改める

とともに、その登録情報の信頼度を明示することにした。 
 ついては、AED 設置登録情報が適時適切に更新され、その信頼度が向

上されるよう、貴管下の AED 設置者に対し登録情報の更新について呼び

かけること。（更新の手順は AED マップホームページからアクセス可。） 
（参考）「自動体外式除細動器（AED）設置の皆様へ」  

      URL：  http://www.qqzaidan.jp/AED/settitouroku.htm 



４ 財団に AED 設置登録情報を未登録の設置者に対する登録の呼びかけにつ

いて 
AED 設置登録情報については、「自動体外式除細動器（AED）の適切

な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）」（平成

２１年４月１６日付医政発第０４１６００１号薬食発第０４１６００

１号厚生労働省医政局長厚生労働省医薬食品局長連名通知）において、

AED 設置者に対して財団に登録するよう、お願いしていたところであ

る。 
 貴管下において、財団に AED 設置登録情報を登録していない AED 設

置者がいる場合、当該設置者に対し財団への登録を呼びかけるなどの取

組をすること。（新規登録の手順も AED マップホームページからアクセ

ス可。） 
（参考）「自動体外式除細動器（AED）設置の皆様へ」  

URL：  http://www.qqzaidan.jp/AED/settitouroku.htm 
 
５ AED を有効に使用するための表示に係る必要な整備について 
（１）誘導表示の充実について 

AED が必要な時に AED を設置している場所にたどり着けるよう、施

設の入口においてはステッカーを表示すること、施設内では AED の設

置場所まで誘導する案内表示を置くことなどの取組をすること。 
 

（２）AED のマークについて 
 今般、AED 設置者が、財団作成の AED のマークを使用したい場合に

おいては、財団のホームページから自由にダウンロードして使用できる

こととしたため、必要に応じて、AED 設置者への周知をすること。 
なお、AED の販売業者や地方公共団体等が作成した独自の AED マー

クの使用を否定するものではないこと。 
 

以上 
 


